
令和５年度第４回宮城県多文化共生社会推進審議会 会議録 

 

                  日時）令和６年１月 30 日（火） 

                     午後１時から午後２時３０分まで 

                  場所）宮城県庁行政庁舎４階 特別会議室 

 

■出席委員（５０音順） 

 市瀬智紀委員、石川真作委員、小松崎あんな委員、山口泰久委員、 

横山広佳委員、渡部留美委員 

■欠席委員 

 金才努委員、佐藤金枝委員、針生英一委員、藤田祐子委員、 

■事務局出席者 

 佐藤健二 経済商工観光部副部長 

 高橋征史 経済商工観光部国際政策課長 

 石橋純一 経済商工観光部国際政策課総括課長補佐 

 

【１ 開会】 

 

【２ あいさつ】 

 

【３ 議事】 

 

市瀬会長 

議事進行を務めさせていただきます。市瀬です。座って進行させていただきます。まずこ

の議事を始めるにあたりまして、先週の日曜日に、外国人の児童生徒のための進路ガイダン

スの実行委員会というものに個人的に参加してきたのですが、これは、児童生徒が中学校か

ら高校に上がる段階で、外国人の家庭であるためになかなか日本の進学の情報がないとい

うことで、ボランティアの方々のご尽力によって、続けられている事業で 2009 年から 15年

間続いております。それで本当に、そういう市民の方で、外国人のためにこう支援する、交

流する方々のフロントと言ってよろしいのかなというふうに思います。そこで 2009 年から

のその会の活動の年表が配られまして、なんとその年表の、一つ一つにですね、この多文化

共生推進計画の第一期から第三期までの特に外国人の児童生徒およびその保護者に対する

支援の部分が抜き書きされておりまして、それがこういかにこう変遷してきたのかという

ことが書いてありました。こんなに丁寧に見てくださっているんだなと思いまして、これは

もうやはりですね、私たちも気を引き締めて一字一句検討していかなくていけないのかな

と思ったところです。そちらの会の方、国見小学校の校長先生もご参加されておりました。



そんなことで、こちらの多文化共生推進計画ですが、前回 11 月 29 日に審議をした際には

ですね、攻めの多文化共生というキーフレーズに、たくさんの委員の方々からご支持をいた

だいたところです。そして短い間に、おまとめいただきまして、本当どうもありがとうござ

います。今日は、最終審議ということになっております。こちらが最終で、答申ということ

になりますので、最後まで、貴重なご意見を賜ることができればというふうに考えておりま

す。少し長くなりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、議事事項

の第４期宮城県多文化共生社会推進計画最終案について事務局から説明をお願いいたしま

す。 

 

国際政策課長 

改めまして、国際政策課長の高橋征史でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたし

ます。それでは、座って説明をさせていただきます。初めに資料１のスケジュールをご覧い

ただければと思います。本日がこちら太字で囲ませていただきました１月 30 日、第４回審

議会です。12月に、県の議会の常任委員会でございます。それからパブリックコメントで、

この中間案に対しまして多数のご意見いただきました。本日は、そのパブリックコメント等

の内容につきまして、変更した点を御説明申し上げたいというふうに考えているところで

す。それで、本日の審議会の後に、審議内容を基に必要な修正を行い、最終案とさせていた

だきたいと思います。その最終案につきまして、先ほど市瀬会長からお話ありました、２月

２日に県へ答申をいただく、そして２月の県議会に議案として提出をさせていただきまし

て、議会の議決を経て公表は３月末ということを予定しているところでございます。 

続きまして、資料２、Ａ３のこちらの資料をご覧いただければと思います。中間案からの

修正箇所でございます。先ほど申し上げたとおり、パブリックコメント等々で多数の御意見

をお寄せいただき、本当にすべてが私どもにとって非常に参考になる御意見でした。本日は、

この意見の中から主なものにつきまして、御説明申し上げたいと思います。一番左側にナン

バーというふうに書いてございます。 

まず初めに６番のところをご覧いただければと思います。ちなみに、１から５番は簡単な

文言訂正でしたので、省略をさせていただきます。６番のところですけれども、これはパブ

リックコメントで、「県内では留学生の割合が多いということなので、大学等でやさしい日

本語講座を実施してはどうか」というご意見を賜りました。まさにおっしゃるとおりでござ

いまして、このやさしい日本語、私どもの中間案では、より普及をさせていくために、県社

会福祉協議会さんと今後連携をさせていただこうと思っておりまして、県社会福祉協議会

さんの方で、民生委員の方、児童委員の方へのいろいろ会合を持っておられるという話でし

たので、その場をお借りして、やさしい日本語のご案内を差し上げたいと思っておったとこ

ろです。その他ですね、色々考えておったところですが、この教育委員会、教育機関という

ところ、これ大事な視点だというふうに思いまして、私ども今回、一番右側の最終案の下線

部のところでございますけれども、教育機関というものを加えさせていただいて、県内ので



すね、大学等々で、こういったやさしい日本語のセミナーの機会をいただければ、積極的に

私どもも御説明申し上げたいと考えてございます。実は私、昨年の 12月に東北大の高度教

養教育・学生支援機構の杉本和弘先生の授業を一コマ頂戴しまして、多文化共生のこれまで

の流れでございますとか、最近の動向についてお話をさせていただきました。学生さん、非

常に熱心に聞いてくださいまして、私どもに対するいろんな御意見を賜りました。本当に東

北大の学生さん、非常に関心が高いなといったことを、改めて私の方で知った次第でござい

ます。そういった意味で、そのような教育機関の方で、私どもの多文化共生の施策を今後も

一層充実を図りながら、御説明申し上げていきたいと思っております。 

それから、その下の７番でございます。「県内にいる外国人が宮城県に住んで良かったと

思えるよう、地方振興事務所単位で取り組みを行ってほしい」ということで、これは県議会

の商工観光委員会の方でいただいた意見です。これもまさにおっしゃるとおりでございま

して、先ほど副部長の佐藤が挨拶で申し上げましたとおり、昨年 12月に２万５千人を超す

外国人の方に登録いただいているといったところでございます。その２万５千人の中でも、

やはり地域ごとに特徴があるということを把握しています。例えば、この仙台圏域で言いま

すと、大学、それから専門学校に留学生が多いという特徴がございます。例えば、気仙沼地

方では、水産加工業を中心とした技能実習生、特定技能の方が多いといったところもござい

ます。もしくは、県北の大崎の方は、鳴子温泉等を中心として、例えばホテル等で、台湾の

方の通訳をはじめとした、いわゆる技・人・国の方とか、それから丸森等の方では、製造業

に従事する技能実習生の方が多いというように、県内各地には外国人の方、いろいろいらっ

しゃいますけど、やっぱ地域ごとに特性があるということがありますので、私ども今回の計

画の中で、地方振興事務所、７圏域に分かれるわけですけれども、圏域ごとに、その特徴、

それからニーズにあった取り組みを行ってまいりたいというふうに考えています。従いま

して、最終案のところでは、２つ目の丸で各地域の特性に合わせた外国人との文化交流、こ

れを追記させていただいた次第です。 

裏面にいっていただきまして、８番、９番でございます。これらは、パブリックコメント

でいただきました。８番ですけれども、２行目で「県内には英語圏のインターナショナルス

クールや朝鮮学校ありますが、それ以外に中華、ベトナムなどの学校も必要になってくると

思います」というご意見です。それから、９番のところでは、３行目のところです。後半、

「自分たち（日本人）のアイデンティティを失わないための努力も必要です。県内で伝統文

化に関わる人への支援や、それからそれを活用した国際交流に積極的になってほしい」とい

うご意見をいただきました。まさに、これ大事なことでございます。今回、修正としては、

特段考えておりませんでしたが、私どもの中間案の中、真ん中のところでございますけれど

も、着物の着付け体験、それから料理を通じた文化交流。そういったものをやっていきたい

というふうに記載をしてございましたので、今回修正は行わない予定でございます。ただ、

こういった意見をいただきましたので、資料一番右側のところ、県としての考え方ですけれ

ども、日本の伝統芸能含めた文化交流それぞれの母国の体験授業、そういったものを充実さ



せていきたいなというふうに考えています。もう一つ、８番のところでインターナショナル

スクールへの御意見ございました。確かにですね、現在、インターナショナルスクールは東

北インターナショナルスクール、それからイマージョン教育を行っているホライゾン小学

校二つございます。基本的には、そこの二つは英語という形になりますけれども、今後です

ね、県内の外国人の方々、多国籍化が非常に進んでいるものですから、そういった動向を踏

まえながらですね、必要に応じて、そういった学校法人の方とですね、いろいろ意見交換を

してまいりたいというふうに考えております。 

それから、11 番、12 番をご覧いただければと思います。11 番「教師など現場にいる人の

声に、耳を傾ける機会を増やしてほしい」。それから 12番「教師向けのワークショップを開

催してはどうか」といったところでございます。今後、外国人の方が増えるに従って、外国

人の児童生徒も増えていくと考えているところでして、まさに私どもの考えと一致してい

る御意見をいただいたなと感じております。現在、中間案のところで、真ん中のところに丸

一つございまして、その２行目です。意見交換をする場を設置して、外国人施策の課題を明

確化するということにしています。１番下の行政というところに、教育機関も入っているか

なと、私どもで考えていまして、こういった学校の先生方の御意見も、しっかり踏まえなが

ら、今後５年間やっていきたいなと考えているところです。そこで、右側、県としての考え

方に書いているところですけれども、繰り返しでありますが、多文化共生を推進する中で関

わる関係者と意見交換をするような場を、今回初めて設けたいなと考えています。ざっくば

らんに、関係者の方々が、「今、こういうことに悩んでいるんだ。」とかですね。逆に「こう

いったところでうまくいっているんだけど。」って言ったところですね。共有できるような

場の方を設置していきたいなというふうに考えているところです。 

それから 14 番をご覧いただければと思います。「生活情報が集約されたアプリ、それから

ウェブページをリリースし、留学生向けのオリエンテーションをやってはどうか」といった

ところでございました。真ん中のところをご覧いただければと思いますが、おっしゃるとお

りでございまして、今、特に若い世代の方を中心に、紙というよりは、電子媒体で情報を入

手するということを伺っています。今回、この中間案で、在留外国人向けアプリ等の開発を

することで、セグメント別の配信ですとか、プッシュ型の配信を検討するというふうに記載

をさせていただいたところです。今回のご意見も踏まえまして、最終案、その右側ですけれ

ども、こちら作りましたら、合わせて、教育課機関含めて積極的に周知を行いたいなと考え

ております。まさに東北大を中心に留学生の方、どんどん増えていくと思います。そしてま

た、先ほど私、杉本先生の授業で講義をさせていただいた際に、日本人の学生さんも、例え

ば、「日本人と外国人との交流イベント、そういったものがあれば、私も参加したい」とい

う方、本当に多くいらっしゃいました。やっぱり学生さんも忙しいので、いちいちホームペ

ージで検索するっていうのはなかなか難しいと思いますので、そういった日本人の方にも

登録いただいて、プッシュ型で交流イベントの通知ができればなと考えているところでご

ざいます。 



それからその下の 15番です。「日本語教師の養成、それから仙台市以外での教室の開設。」

そういったところもしっかりやってほしいというところでした。まさにその日本語講座に

つきましては、本当に大事なところでして、現在、空白地域の解消ということを考えていま

して、今回の計画の数値目標にも空白地域の解消、これをゼロにするといったところを目標

に掲げているところです。右側、県としての考え方ですけれども、今回私どもの方で反映さ

せていただいているというふうに思っていまして、文言の修正は特段必要がないかなとい

うふうに考えていますけれども、特に、この日本語講座の立ち上げの支援を、一生懸命やっ

ていかなきゃいけないと思っております。それから講座の部分で公立日本語学校、今、大崎

で建設を予定しています。それから石巻の方でも考えていますので、まずは大崎の方の開校

が先になる予定ですので、そちらの先生方、そういった方々にご協力賜りまして、仙台市以

外での日本語講座を広げていきたいというふうに考えているところです。 

続きまして、次ページ 16番です。こちら、第３回のこの審議会で横山先生からいただき

ました。「学校における日本語指導サポーターと教員の意思疎通、それから活用方法これし

っかりやっていくべきだ」というお話しをいただきました。まさにおっしゃるとおりでござ

いまして、現在、県国際化協会の方で、外国人生徒が多いところに必要に応じて、機動的に

サポーターやアドバイザーを派遣申し上げているところです。現場の先生方は試行錯誤で、

ベストプラクティス、そういったものを模索していただいているところです。いろいろ先生

方も、色々お悩みの点があると伺っていますので、横山委員にご指摘いただいたとおり、変

更案として、一番右側の２つ目の丸ですね、「サポーターの有効な活用方法について、事例

を県内で共有する」といった形で、私どもで教育委員会と連携して、ベストプラクティスの

共有を図ってまいりたいなと考えています。 

それから、その下 17 番でございます。「外国人の診察の際に、どのような症状なのか、正

確に把握することがなかなか難しい」というような御意見いただきました。従いまして、「通

訳用のタブレットを整備してはどうか」というような御意見をいただきました。まさに、今、

県国際化協会と連携をさせていただきまして、みやぎ外国人相談センターが相談にのって

おりますし、それから通訳サポーターの皆様にご協力いただきまして、的確に通訳していた

だけるようにしているところです。ただ、いろんな通訳の中でもですね、やはり医療・保健

というのは、生命に関わることですので、これはしっかり通訳をしていただくことが大事と

考えています。従いまして、基本的には、県国際化協会の通訳サポーターの皆様に引き続き

ご尽力いただきたいと考えておりますが、今回、一番右側に３つ目の丸を付け加えさせてい

ただきました。例えばですけども、VoiceTra（ボイストラ）という無料アプリがございます。

私もたまに使わせていただいていますが、ある程度正確に通訳をしてくれるアプリでござ

います。こういった、無料アプリを私どもの方でいろいろご紹介申し上げて、通訳サービス

の周知を徹底していきたいと考えております。それから、先ほど申し上げた通訳サポーター

につきましても、今、県国際化協会の方で、いろいろな研修をやっておりますので、最近の

医療の動向ですとか、例えば流行っている病気、そういったものに特化したような研修です



とか、現在の医療状況にしっかり対応した形で、国際化協会としっかり研修をやっていきた

いなと考えているところです。 

今まで皆様からお寄せいただいた意見を基に、修正案、そういったところをこのような形

で最終案としてまとめさせていただいたところです。まずはこちらにつきまして、事務局か

らの説明は以上です。 

 

市瀬会長 

ありがとうございました。パブリックコメントを踏まえて、こちらの最終案のところに追

加記述をしてくださったところがございました。複数あるんですけれども、例えば、地域特

性に合わせた外国人との交流の実現というところとか、あるいは学校における日本語支援

者、サポーターの有効な活用方法とかですね。あるいは VoiceTra（ボイストラ）という通

訳サービスを具体的に提示することによって、外国人の診断時の、通訳の困難に対する対応

について、具体的に示すというような修正がなされているところです。 

それではですね。事務局説明を続けていきたいと思いますので、もう一件ですね、資料に

基づいて御説明をお願いします。高橋課長、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

国際政策課長 

わかりました。次の項目を御説明申し上げて、すべてを統括して、皆様からの御質問、御

意見いただければというふうに考えています。 

前回までに、骨子、それから、中間案につきまして、概ね委員の皆様からご了承いただき

ました。本日は、これを基に来年度４月から、どのように私どもの事業を展開していくかと

いったところを、より具体的に御説明申し上げたいと思います。皆様に、まずは資料４の多

文化共生社会推進計画の最終案の概要とですね、もう一つパワーポイントの参考資料２で

す。こちら今画面にも映っておりますが、こちらの二つで御説明申し上げたいと思います。 

まずは、資料４の概要をご覧いただければと思います。前回までの振り返りをさせていた

だきますと、上のところの２のところで、第４期の計画の方向性ということで、例えば②の

ところで多国籍化が進んでいます。それから、やさしい日本語を普及しなきゃいけない、さ

らに、日本人を対象とした理念啓発をしていかなきゃいけないといったところを申し上げ

ました。それから、③気象災害の激甚化によって、外国人に対してもしっかりその防災情報

を迅速に発信していかなきゃいけない。それから、④東北大学が国際卓越研究大学の認定候

補になった。それから、先ほど副部長の佐藤よりご説明申し上げました。11 月に半導体関

係の外資企業が立地をするということで、県内に高度人材がどんどん入ってくるといった

ところです。それから、⑤ベトナム、それからインドネシアと技能実習、それから特定技能

に関する人材供給について協力覚書締結したところでございます。そういった意味で、⑥で

ございますが、あらゆる職種における外国人材の方が、県内で活躍されるということで、非

常に、生意気な言い方ですが、攻めの多文化共生ということで記載させていただいた次第で



す。 

それを基に、３のところでございます。外国人県民を取り巻く現状・課題及び施策の柱と

いうことで、一番左「意識の壁」、「言葉の壁」、「生活の壁」の三つの壁について、どのよう

に取り払っていくかといったところです。そこの少し右をご覧いただいて、濃く塗っている

ところです。施策の柱というところで、１番から６番までの柱を立てました。それぞれの柱

について、取り組みを３点から４点記載させていただきまして、その右側にちょっと細かい

字になっておりますが、主な関連事業として、具体的に県は何をやっていくんだ、といった

ところを記載したところです。今日は、この主な関連事業の中で、いくつか私どもの方で力

点を置きたいところにつきまして、このパワーポイントと一緒に御説明申し上げたいと思

います。番号は、この主な関連事業のところの番号とリンクをしています。 

はじめに、１番のところ普及啓発のツールの作成・頒布というところで、今までも普及啓

発ツールをいろいろ作成して、お配りしておったわけですけれども、今回第４期で何を違う

ことするかといったところです。包括連携協定を結ばせていただいている企業さんの協力

をいただいて、どんどん普及を図っていきたいと考えているところです。そこの下に、主な

包括連携企業ということで、セブンイレブンさんとかヨーカ堂さん、ヨークベニマルさんな

ど、小売店舗の方とも協定を結ばせていただいております。従いまして、私どもでいろんな

ツール、パンフレットでございますとか、いろんなものを作っておるわけですけれども、こ

ういった小売店のですね、ラックとかをお借りをいたしまして、そういったお店に入ってい

ただく日本人のお客さんでございますとか、もしくは外国人のお客様、そういった方が気軽

に私どもの情報をピックアップしてもらえるように、そういったことをしていきたいなと

考えているところです。 

それから、３番でございます。生活オリエンテーションということで、４期で何を新しく

やりたいかと言いますと、警察と連携を図っていきたいなと思っております。警察署におき

ましては、この外国人の方に対しても、交通安全ですとか防犯オリエテーションやっていた

だいておりました。せっかくの機会ですので、このオリエンテーションのところで、私ども

のその外国人の方に対する生活オリエンテーション、それもやらせていただきたいなと考

えているところです。この課題のところにデータお書きしましたけれども、「外国人と日本

人が互いに理解し合って生活するために、外国人に何を期待しますか。」という日本人向け

の質問ですけれど、一番多かったのは、「地域のルールのことを知っていただいて、守って

いただきたい」という意見がございました。こうすることによって、無用な軋轢が減るとい

うことになります。従いまして、今回警察さんが行う防犯関係のオリエンテーションで、私

どもで用意させていただく生活オリエンテーションの動画、そういったものを、一緒に流さ

せていただくことで、特にニューカマーの外国人の方に日本のしきたりでございますとか

慣習、そういったものをご理解いただく、そういったものをやっていきたいなと思っており

ます。 

それでは、パワーポイントの７番のところです。翻訳事例集等を市町村間で共有していき



ますということでございます。実は、この課題のところの一つ目の丸でございますが、この

審議会の第１回目の時に、委員の先生からひな形統一等により多言語情報発信の省力化に

努めるべきだというご意見いただきました。その後、私ども夏にかけて市町村さんへのヒア

リングを行った時に、やはりその市町村も国際業務は、小さい市町村ですと他の業務と一緒

にやっているということで、なかなか時間が取れない。だから、やさしい日本語の記載例を

共有してもらいたいという意見がございました。まさにおっしゃるとおりですので、例えば、

特に大きな市、そういったところでは先進的な事例として、いろんなですね、国からの通知

でございますとか、その生活のベーシックなところにつきまして、もう既に多言語化された

ものを持っておられますので、全市町村に共有させていただけませんか、といったところを

県の方で積極的に、そういった先進の市町村の方にお声掛けをして、35 市町村と共有を図

っていきます。そして、数少ない人数で頑張っておられる市町村さんの職員の負担の軽減も

考えてまいりたいと考えています。 

それから、９番です。デジタルも活用した情報プラットフォームということで、先ほども

申し上げましたけれども、やはりその外国人の方、最近は若い方も多いので、アプリを使っ

た情報収集が多いといったところです。従いまして、今回、行政とか、国際化協会が発信す

る情報について、私どもが何らか情報をまとめたプラットフォーム的なサイトを作ってい

こうと考えているところです。具体的にはその下のポンチ絵になります。行政からの情報で

すとか、国際化協会、それから多文化共生、国際交流をやっておられる NPO さんの情報も広

く私の方で集めたいと考えているところです。そこで、項目別にプラットフォームに載せま

して、例えばそのカテゴリーとして、防災訓練のカテゴリー、ゴミの出し方といった生活情

報、それから、外国人との交流をするための、例えばボランティアの募集、そもそものイベ

ントの情報、そういったものをカテゴリー別にプラットフォームに一元化して、場合によっ

ては、プッシュ型の配信を活用して、必要な方に瞬時に機動的にお伝えできるものを構築し

てまいりたいと考えています。繰り返しになりますが、日本人の、例えば学生さんの方にも

登録をいただけば、学生さんにもそういった交流イベントとかの情報をお伝えすることが

できるかなと考えております。 

引き続きまして 23番になります。こちら頻度の高い質問に対して、あらかじめ FAQ を整

備しようと考えているところです。先ほどの翻訳事例の共有、これと共通するところでござ

いますけれども、やはり、今後、外国人の方が増えていきますと、市町村の役場の職員の負

担も増えてきますので、そういったところで、なるべく軽減するために、共通の内容という

のは限られていますので、そういったところにつきまして、あらかじめ、多言語で FAQをお

載せしまして、それで、まずはその外国人の方がお困りの時は FAQ をざーっと見ていただい

て、どうしても分からないところは、県国際化協会の相談センターの方に御連絡いただくと

か、そういった形にすれば、お互い時間の節約になりますし、より正確な情報に達する時間

が短くなるのではないかというふうに考えているところです。 

それから、31 番です。オンラインによる日本語教育モデルということで、先ほど申し上



げました地域日本語講座のですね、いわゆる空白地域ということで、現在、空白地域が 35

市町村のうち、23ございます。この 23 をゼロに近づけていくという目標にしています。当

然のことながら、対面での日本語教室、これをやれば最高ですけれども、日本語教師、日本

語講座やっていただくボランティアの方もお忙しい状況です。また、高齢化も進んでいると

いうところで、なかなか遠くに行くことは難しいという方もいらっしゃるところです。従い

まして、当面 ICT も使った形で、例えば近くの市町村でまとまって、日本語講座をすると

か、そういったところを広く普及を図りたいというふうに思っております。コロナの関係で

いろいろあったわけですけれども、コロナで、ある意味、積極的に進んだのが、このオンラ

インによる会議かなと考えています。そういった意味で、コロナをとおしまして、例えば

Zoom ですとか、Teams、そういったものを使うことに慣れた方々が、非常に多くなっている

ようですので、そういったソフトも使いながらしっかり進めてまいりたいと考えています。 

それから 35 番のみやぎ外国人相談センターです。県国際化協会で相談センターを開設し

ていただいております。今後、おそらくこの相談センターにお寄せいただく内容も複雑化、

多様化してくるだろうと思っています。それは、今までこちらに来る外国人の方というと、

労働者の方で、比較的年齢層が若い方が多かった次第でございます。今後は、特定技能の２

号とかになれば、配偶者とかを呼びよせることができる。そうすると、お子さんが生まれた

りする。そして、いろんな分野で、相談内容が増えてくると思います。今回、この目的のと

ころでございますけれども、このみやぎ外国人相談センターを一元的な窓口として、そして

多国籍化、多様化、複雑化する問題に対して、関連機関とさらに連携を図ることによって、

相談内容に合わせて、外国人の方が困っていることに対して迅速に対応するというような

システムを作ってまいりたいと考えているところです。その下のポンチ絵のところですけ

れど、いろんな外国人県民からいただいた相談につきまして、一旦このセンターで受けて、

そしてそのセンターの職員、それからサポーター、そういった方が、これは行政に繋いだら

良いとか、これはこの医療機関に繋いだら良いとか、例えば行政書士さん等の士業の方に繋

いだら良いとか、そういったところを的確にやってまいりたいと思います。 

それから、39 番です。在留外国人向けのアプリということで、これは繰り返しになりま

す。ポンチ絵のところをご覧いただければと思いますけれども、行政からいろんな多種多様

な通知文がきますので、それを専用のインターフェースを使って共通化できるものは、共通

化した上で、可能な限り多くの言語で発信をするというような機能を載せたいなと思って

おります。 

それから 40 番、41 番です。この外国人の就労に関するカテゴリーです。これから技能実

習、特定技能の方がどんどん増えるということになりますが、一方で、受け入れる企業にと

っては、まだ外国人を雇うには、まだ不安があると言った声をお寄せいただいています。そ

のようなことから、私どもは外国人の方と一緒に共生を図っておられる企業、そこをモデル

企業として、今までもやっておったところでございます。その一つとして、今回皆様にお配

りしましたこちらのパンフレット「Work in Miyagi」というものを私どもで作っておりまし



た。今回、モデル企業として、小松館さんとか、ムラコさん、５社をフィーチャーして、今

回、このような形で一つの冊子にまとめさせていただいた次第です。このモデル企業はどん

どん今増えてきておりますので、私どもも一生懸命取材をさせていただきまして、皆様がや

っておられるようなベストプラクティスをしっかり構築を致しまして、外国人の採用にち

ょっと不安になっておられる企業の方へのファーストステップを促したいなというふうに

考えているところです。それからもう一つ、インターンシップ。外国人とその県内企業のイ

ンターンシップにつきましても、今までやっとったところですけれども、これもさらに力を

入れていきたいなと思っています。インターンシップですと、どちらかというと留学を経験

した方が多くなるかなというふうに思っておりますけれど、将来的に、例えば技・人・国の

在留資格ですとか、そして高度人材として各企業でマネージャークラスとして働けるポテ

ンシャルのある方々にインターンシップを利用いただき、気軽に学生さんも企業さんも、イ

ンターンシップに行ったり、受け入れたりする。そういったところを引き続きやってまいり

たいなと思っているところです。 

その下の 40 番、41 番も、同じような形です。実際にアンケートを取らせていただいたと

ころ、例えば、参加者のアンケートで、令和４年ですけれども、「対面で企業のことを知る

大切さを感じた」と。「実際に話を聞くことで、会社の雰囲気だけじゃなく、社員の方々の

温かさを知ることができた」というようなお言葉をいただきました。それから、インターン

シップ生を受け入れた企業さんですけれども、「幹部職、幹部人材を採用できる枠組みも非

常に有意義と感じている」というようなお話いただきましたので、こういった方々の意見が

もっと増えるよう、私どももモデル事業、それからインターンシップ、そういったものを進

めてまいりたいなと思います。 

最後に 43番です。高度外国人材による地域活性化というところです。冒頭、申し上げま

したとおり、どんどん高度人材の方が、本県で活躍していただくとことが期待されます。せ

っかくですので、そういった方々のご知見を、活用させてこの宮城の発展を進めてまいりた

いなと思っております。この左下のポンチ絵のところでございますけれども、地域住民の方、

企業の方が、例えば、いろんな問題、相談、悩みがあると思います。例えば、「うちのとこ

にもう少し外国人観光客が増えてもらえればいいんだけどなあ。」とか、「うちの特産物、何

か外国人の視点から見てどんなものがあるかな。」っていったところ。いろんな意見がある

と思います。もしくは、企業だけじゃなくてコミュニティレベルでも、外国人の方といろい

ろな問題を解決するにはどうしたらいいかというようなお悩みとかあると思います。そう

いったところで、この高度人材の方にも参画をいただきまして、今まで日本人だけで考えて

おったものを外国人の方の視点を取り入れることによって、問題を解決していていく、そう

いったところもモデル地域を一つ二つずつ増やしていきながら、こちらも事例を増やして、

県内各地でこのような外国人材を取り入れた地域活性化、そういったものを模索してまい

りたいなと考えているところです。 

私の説明以上です。 



 

市瀬会長 

ありがとうございました。主な関連事業のところを、本当に綺麗なスライドを作っていた

だき、具体的なプロジェクトとしてお示しいただき、いろんなことがよくわかるようになり

ました。 

それでは、今ご説明いただきました２件について、中間案からの修正案と、主な関連事業

についての具体的な御説明について、委員の先生方からご意見を賜ればと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

時間ももったいないですので、私の方から。スライドの方ですけれども、９番の情報のプ

ラットフォームと 39 番の外国人向けのアプリっていうのは、これは一体のものとして捉え

てよろしいでしょうか。情報をプラットフォーム化し、それをアプリで示すという。そうい

う理解で構わないでしょうか。 

 

国際政策課長 

今、検討段階でございます。アプリにつきましては、少々リリースするまでに時間かかる

かなと考えています。まず、情報を集めるのはすぐにでもできると思っておりますので、情

報を集めた上で、アプリができるまでは、例えばホームページ上で公開したりしたりという

ふうに考えています。アプリが開発され次第、その集めた情報とアプリをリンクをさせてい

くというようなことを考えているところです。 

 

市瀬会長 

もう一件、その上のところにある７番のところなんですが、翻訳が必要な行政文書を共有

化していくということで、類似の取り組みですと学校関係の文章とか、全国的に、様々な地

域による様式の違いがあるにしても、全国的に、そういったものを集めてダウンロードして

共有化するみたいなことが行われているんです。これは、市町村というのは 35市町村、県

内のみで留まるという理解でよろしいのか。それとも、全国の先進自治体のものも共有して

いくのかどうか、というところを教えていただければと思います。 

 

国際政策課長 

私どもといたしましては、先生がおっしゃった後者の方を考えてございまして、やはり本

県よりも進んだ先進県、全国に多数でございます。昔から製造業が発達したところは日系ブ

ラジル人の方を、昔から本県よりも先にお招きして、そういう工場を操業していたという事

例もございます。これは全国に視野を広げて、事例をいろいろ集めてまいりたいと思ってお

ります。もちろん、その自治体の許可がいるわけですけれども、そういった先進事例、宮城

県以外のですね。先進自治体の御意見、それから御承諾が得られればそういったところの事

例の方も広く共有させていただきたいと考えております。 



 

市瀬会長 

ありがとうございました。それでは、その他ございますか。 

渡部先生、よろしくお願いします。 

 

渡部委員 

ありがとうございます。参考資料２の３番の生活オリエンテーションですね。本当に重要

だと思います。本学でも、警察の方から、今もう人数が多くて教室が取れないので、オンデ

マンドで新入留学生向けのオリエンテーションを実施して、視聴してもらうという形にな

っています。警察の方からは、昔から交通ルール、あとドラッグの問題とか結構多いので、

コンテンツを提供いただいております。あと、全体でやるオリエンテーションと別で、ウェ

ルカムウィークって言ってですね、各セッションで、これは対面でずっとコロナ後も続けて

いるんですけど、キャンパスツアーとかだけではなく、例えばゴミの捨て方のワークショッ

プとか、交通ルール、あと災害への備えとか、日本のマナーとかですね、セッションごとで、

学生スタッフにセッションを持ってやってもらっています。交通ルールとかは面白くない

かなと思ったんですが、割とみんなが知りたいんですね。国とは全然違うから、自転車の乗

り方とか、左側通行ですよとかですね。聞くと、やっぱり知りたい。あと、日本のマナーも

ですね。何をしたらこう失礼に当たるとか、日本人はあんまり言わないから、知らない間に

悪い印象を持たれてしまうので、やっぱそういうのを事前に知りたいっていう要望が多い

ですね。こちら側から提供しているっていう実態はあります。この場合だと、動画か何かで

提供するということなのかなと思うんですけども、どのような提供の仕方なのかっていう

のを知りたいのが一点目でした。 

あと 40、41 番のインターンシップとか、企業訪問なんですけども、こちらもやはり、短

期滞在の交換留学生とかも含めて、日本でのインターンシップを希望している留学生って

非常に増えています。ただ、言語面で日本語が少し充分ではない学生だとなかなか行き先が

ないとか、インターンシップほどではないけど、アルバイトを希望している留学生も最近は

多くいて、私も個別で相談を受けました。やはりお金の目的だけではなくて、日本社会を知

りたいとか、日本語を勉強したい、生きた日本語を用いて、そういうのを知りたいっていう

希望も多いし、人材も豊富だと思うんですが、言語の面で、少し壁というか、どうしてもそ

こまで行き着かないというところがありました。いい仲介になってくれる人がいればいい

かなっていうのは常々思っていまして、インターンシップとか、アルバイトに参加すること

によって、今後日本への定着ですとか、日本理解が進んでいくのかなというのは思っていま

すので、ぜひこのインターンシップも拡大していただければと思っております。 

以上です。 

 

市瀬会長 



ありがとうございました。生活オリエンテーションとインターシップについて、ご支持も

含めてご意見頂戴いたしました。その他いかがでしょうか。石川先生、お願いします。 

 

石川委員 

すみません。私、ここのところ欠席がちだったものですから、もうすでに議論されている

ことでしたら、ご容赦いただきたいんですけれども、この資料２の 15 番、日本語講座の関

連でいくつか申し上げたいことと、伺いたいことがあるんですが、まず第一に、先ほど空白

地帯の解消ということで、オンラインでの日本語講座の拡充ということをおっしゃってい

ましたけれども、それはもう非常に良いアイディアだと思うんですけれども、一方で地域の

日本語講座というのは、地域住民の方との交流の機会として、非常に重要な意味を持ってい

るところがございます。是非とも、対面での日本語講座がない空白地帯が非常に増えていっ

ている状況かと思いますので、なんとかそういうところを埋めていけるような、努力をして

いただきたいと思います。これ、実際には結構人とお金がかかることかなと思います。なか

なか難しいかなと思うんですけれども、なんとかお願いしたいと思います。それがまず一点。 

それから、一方で実際の例えば技能実習生の方々などの話を聞いてみますと、日本語講座

に参加するのも、仕事で疲れてしまってなかなか出られないとか、休みをもらうのも難しい

という声を非常に多く聞くことがございます。ですので、雇用先の企業様への呼びかけ等で、

例えば有給が使えるようにするとか、そういうようなこともある程度呼びかけていく必要

があるのかなというふうにも思います。これが２点目です。 

それから３点目が、設立予定の公立日本語学校を通じて、日本語学習機会の拡充というこ

とは、ここに書かれていますけれども、これに関しては現実にどのようにそれを実現してい

くのかということに関してお伺いしたいと思います。これが３点目です。 

あと、４点目になるんですけど、先ほどの生活オリエンテーションとの関連なんですけれ

ども、例えばヨーロッパなんかでは、言語の学習の機会と、それからこういうオリエンテー

ションというのは、セットで行われることが非常に一般的と聞いて、そういう機会になって

いるかと思うのですけれども、この点に関しても、この日本語講座を一つ活用するというの

も可能なのではないかというふうに思います。これは、実際のところ、おそらく多くのとこ

ろ、例えば日本学校なんかでも入国当初にマナーの講座なんかもされているっていうこと

を伺うんですけれども、実際のところ、日本語がまだあまり十分でない時に、これを聞いて

もあまり定着しないという側面があるかと思います。割とこれって習慣の問題でもあるの

で、ある程度こう繰り返しやっていかないとなかなか理解してもらえない部分があると思

いますので、一回ではなく、機会を捉えて何回も何回もやっていく必要があるのかなという

ふうに、現実には思います。それに関しましては、日本語講座、あるいは日本語学校さんも

含めて、例えば県の介入である程度、そのパッケージ化したものを提供して、それを何回も

やるっていうような、そういう形で提供するっていうことも可能なのかなというふうに思

います。ちょっと多くて申し訳ないです。以上です。 



 

市瀬会長 

御意見をたくさん頂戴いたしまして、どうもありがとうございます。そうしましたら、高

橋課長の方からよろしくお願いいたします。 

 

国際政策課長 

はじめに渡部委員から承りましたご質問について、可能な限りお答え申し上げます。最初、

生活オリエンテーションで、動画中心なのかというお話でございました。今回、国の方でも、

いろんな工夫凝らした動画を作っておりまして、だいぶ時流に乗ったものになるというふ

うに考えておりまして、県でもいろいろ活用させていただきたいというのが、まず第一点で

ございます。ただ、東北大学で行われているウェルカムウィークのような対面での交流って

いうのは大事だなと考えています。ですので、私ども多文化関係の職員、いろいろ勉強させ

ていただいているところです。それから県国際化協会の職員も当然、多文化のことに造詣深

い職員でございますので、可能であれば、もちろん主催者側からの要請にもよりますけれど

も、どんどん私ども職員も出ていきましてですね。私どもの肉声で、こういった生活オリエ

ンテーション、生活ルールでございますとか、そういった日本生活のいろはみたいなところ

を、まさに対面で機会を設けさせていただいて、やっていきたいなというふうに考えている

ところでございます。 

それからの２つ目、インターンシップの件でございます。本当に大切な視点いただいたな

と思いました。特に、外国人の方が企業に慣れていないところは、やはりその言語の壁って

いうのが、非常に高いことがございます。実は、私どもやさしい日本語の普及にあたって、

企業さん向けもしっかり力を入れていこうと考えているところでございます。就労支援の

ところとも関連しますけれども、私どもこれまでも企業さん向けの外国人採用に関するい

ろいろセミナーを有識者の方をお呼びしてやっておりました。そういった意味で、インター

ンシップの際も、例えばそのやさしい日本語をお使いいただく、そういったところもしっか

り普及することによって、インターンシップに来た方と、企業の方が意思疎通をしっかり取

れるようにしていきたいというふうに考えているところです。はい。 

石川委員から、ご質問ございました。まず日本語講座の空白地帯の解消ということで、今

回 ICT の事例をお載せしましたが、私どもも、やはり石川委員と同じ意見でございまして、

やはり対面に勝るものはないかなというふうに考えているところです。実は昨年になりま

すが、丸森町の方で、県国際化協会の方と連携を致しまして、日本語講座を始めようかなと

思っておられる日本人の方向けの研修会を開催させていただきました。その際には、やさし

い日本語ですとか、日本語教育独特のものだけではなく、実際に外国人の方と地域交流をど

うやったらいいのかといったところまで含めた講座の方を開催させていただいたところで

す。非常に日本人のボランティアを考えている方からは、積極的に前向きな御意見をいただ

きました。ただ、やはり実際にその開講となると、場所の確保ですとか、通知の問題とか、



いろんなハードルは確かに高いところがあります。そこは可能な限り、私ども県としてもご

支援を申し上げていきたいと思っております。なるべくそういった方々が開設するハード

ルを低くさせていただいた上で、対面での日本語講座、そういったものを一つでも二つでも

増やしていきたいなと思います。 

それから２つ目。技能実習生、確かに職場と寮の往復で、お疲れになっているという状況

も伺っているところです。これも繰り返しになりますが、企業向けのセミナー、来年度もし

っかりやっていきたいと思っておりまして、そこに企業の方に対するいわゆる労働基準法、

そういったところも、国の機関ですとか、それから場合によっては、その弁護士の方でござ

いますとか、そういった有識者の方のご協力も賜りながら、有給休暇、そういったものにつ

いての普及啓発、これ県としてもやっていきたいなというふうに思います。 

それから３つ目は、公立日本語学校。これでどう具体的にやっていくかという話でござい

ました。現在ですね。大崎市が大崎市立ということで、開設を進めてございます。令和７年

の 4月からの開設に向けて、今、鋭意、文科省への申請手続き書類の作成に入っているとこ

ろです。現在、教員の採用の方も大崎市の方で順調に進んでございまして、主幹教員からそ

れから一般の教員まで、ある程度の教員について、目途がついたというふうに伺っていると

ころです。今回、公立で日本学校をやる一つのメリットとして、やはり日本語だけじゃなく、

地域との交流ですとか、そういったのもカリキュラムの中で考えているところでございま

す。例えば、午前中に日本語の講座をして、午後は地域との交流、文化交流とか、そういっ

たカリキュラムを組もうということで、民間にはないところのメリットを強く押し出して

いこうと考えているところです。あわせて、今回募集をさせていただいた教員の方につきま

しては、カリキュラムの都合上もあるかもしれませんけれども、可能な限り、例えば夜とか

にその地域日本語講座の方に出向いていただくとか、必要に応じて、外国人を多く雇ってい

る企業さんに出向いていただくとか、そういった形で、今回お雇い申し上げる先生方にいろ

んなその活躍の場を広げさせていただいて、日本語講座にもご尽力いただこうかなと大崎

市さんと話をしているといったところでございます。 

それから、４番目ですね、生活オリエンテーションで、やはり初めだけじゃあ、不十分で

すよねって話です。これまさにおっしゃるとおりでございまして、今のところニューカマー

の外国人に対するオリエンテーションが多いかなと考えているところでございますが、１

年目になる２年目になると、だんだん日本語が分かってきますので、改めて周知申し上げる

のは、大切な話だなと思っております。この辺は、生活オリエンテーションをやっていただ

く大学さんとかですね、もしくはその地域の日本語講座の方、そういったところと連携しな

がら、必要に応じて何回か生活オリエンテーションをやっていただくようなところも我々

として働きかけをしていきたいなと思います。 

以上でございます。 

 

市瀬会長 



ありがとうございました。ご回答まとめてしまって、課長のご負担大きかったと思います。

申し訳ございませんでした。それでは引き続き、どうぞご意見を賜れればと思います。 

先ほど、石川先生から話があったところと、資料２の 14 と 15 ですけれども、この 15 で

パブリックコメントであった「日本教師の養成」というのは、多分、プロの資格を持った日

本語教師というよりも、ボランティアとして地域で外国人と関わる日本語教師というイメ

ージなのかなと思って、聞いていたところです。ですので、日本語学校を各地域に設置する

とともに、日本語をとおして関わる支援者が増えていくという意味で、別に修正とかではな

いんですけども、そうすべきところなのかなというふうに思いました。 

それからその上の 14番のところなんですけれども、このオリエンテーションについては、

私、イメージが混乱しているところがあって、例えば大学さんが大学の中にいる留学生に対

して、オリエンテーションをするというイメージなのか。それとも、企業さんが企業内のオ

リエンテーションをしていくという意味なのか、あるいはまたはこう対外的に開いたもの

をやっていくのかというところが、私自身、理解できていないところがあって、それが６番

のところもそうなんですけど、やさしい日本語講座を開設するというのは、教育機関内のや

さしい日本語講座を推進していくという意味で言っているのか、それとも対外的なものを

多くやっていくというふうに言っているのか、少し分からないところがありまして、そこら

辺を、文言の書き換え等ではないのですけど、整理して理解しておく必要があるのかなって

いうふうに思ったところです。 

 

国際政策課長 

ありがとうございます。まず生活オリエンテーションですけれども、私どもお呼びいただ

けるところは、どこにでも行きたいなというふうに考えているところでございます。当面は、

例えば、その警察の方がやっているところで、まず我々の方も、動画を流させていただくと

か、もしくは場合によって私ども入っていくとかっていうところも考えられます。また、企

業さんの方でおやりになる時に、例えば生活オリエンテーションやる時、どんなふうにやっ

たらいいのかなっていうご相談も受けることありますので、そうしますと国の方でこんな

動画ありますよというご紹介をしたいと思いますし、場合によっては私ども行きますよっ

て言ったところも申し上げていきたいなと思っております。まさに企業でございますとか、

その外国人の方ニーズに合わせて、その辺は機動的にやっていきたいなというふうに思い

ます。 

それから、やさしい日本語はですね、教育機関内でということでございます。これ実は、

大学生の方そのものからいただいた意見でございまして、その大学生の方からするとです

ね、例えば大学内で、そういった講義をやってもらえればなという話なのかなっていう一義

的にはそういうふうに理解をしているということでございます。ですが、例えば私どもの方

で、この前の杉本先生からご用命いただきましたような講座があればですね、私どもの方で

やさしい日本語についてご案内を申し上げることも当然可能でございますし、また何か他



のセミナーの場面等で私どもの知識を共有させていただきたいということで、私どもの方

でもいろいろ出向いていきたいなというふうに考えているところでございます。 

 

市瀬会長 

ありがとうございました。今の点は確認になります。 

その他いかがでしょうか。せっかく来ていただいておりますので、小松崎委員、もしお気

づきの点があれば、よろしくお願いいたします。 

 

小松崎委員 

小松崎です。本日よろしくお願いします。 

資料３について、意見があるんですけれども、よろしいでしょうか。資料３、１ページの

第１「計画制定の趣旨」、コロナ禍の後に過去最高 24,568 人の外国人が宮城県に来県したこ

とはとても良いことだと思いました。なぜかというと、県内では少子化高齢化が進み、県内

人口は 2000 年 236 万人に対して、一昨年 2022 年 228 万人と減少の傾向にあり、労働力も

減っているため、宮城県に訪れる外国人が大幅に増加したことで、人口の数的にも良いこと

ですし、宮城県の労働力や労働者が増加するからです。 

次に５ページなんですけれど、「基本方針」について、コメントしたいと思います。宮城

県のみならず、日本全国的には日本人と色々な壁があります。例えば、異文化の壁もありま

す。とても重要な壁だと思います。それを少しでも改善することが必要です。提案なんです

が、テレビを見ている日本の方、特に高齢の方々のために、さまざまな外国人の文化を知っ

ていただくための番組を増やしていただくとか、そのイベント、インドネシアみたいなイベ

ントとかを増やして、お互いに触れ合う機会をなるべく増やしていけたら、多文化共生社会

はより良いものにできるかと思います。以上です。 

 

市瀬会長 

資料３について、貴重なご助言ありがとうございます。確かに高齢の方とかですね、世代

によって、外国人に対するイメージ、特に異文化に対する恐れといいますか、そういったも

のが高いということは、県民アンケートでも示されているところです。高橋課長、何か御意

見ありましたら、よろしくお願いいたします。 

 

国際政策課長 

まさに人口減少、日本人の人口が減る中で外国人の方にご活躍いただくっていうのは、ま

さに経済、県経済の基盤を支える上で、本当に大事な話だと思っております。ただ、一方で、

最近の円安といったような状況で、その他の外国、例えば台湾でございますとか、韓国、そ

ういった国も同じように少子高齢化の問題に直面しているものですから、やはり外国人の

方にとって選ばれる日本、選ばれる宮城でなきゃいけないなというふうに考えているとこ



ろでございます。従いまして、知事も色々海外に行くたびに、外国人の方に対して皆様を家

族のようにお迎えしたいと申し上げておるところでございます。まさにその一言に尽きる

と思いますので、ホスピタリティ、これしっかり考えていきながら外国人の方をお迎えして

いきたいなというふうに考えてございます。 

それから、高齢者の方に対する普及啓発、これも大事だと考えております。先ほど申し上

げました社会福祉協議会というところですと、高齢の方と接する機会も多いので、そういっ

た方々に対する多文化共生の普及啓発を図っていきたいなというふうに思っております。

それから私ども県の老人クラブの方ともですね。いろいろやり取りさせていただいている

ところございますので、そういった老人クラブの事務局の方ともですね。意見交換をしなが

ら、高齢者の方に対する意識、そういったものの普及啓発を図ってまいりたいと思っており

ます。ありがとうございます。 

 

市瀬会長 

小松崎委員、非常に貴重な意見ありがとうございました。世代を超えた異文化理解といっ

たものが非常に重要になってくるというご指摘かなというふうに思います。そういった視

点も、今後この計画に強くですね、意識しながら進めていくべきだと思いました。 

その他、いかがでしょうか。では、本日ご出席の山口委員いかがでしょうか。 

 

山口委員 

ありがとうございます。労働局の山口でございます。 

外国人の方の雇用の状況というところでございますが、当局の方で先週末に、令和５年 10

月末時点の雇用者数というところで公表させていただいたところでございます。令和５年

10 月末時点で 16,586 人ということで、前年より 1,808 人、12.2%増加をしているという状

況でございまして、コロナ禍が収束しまして、平常通りの生活に戻ってきて、外国の方もた

くさん入ってこられて、また就労していただいているという状況になっているかと思いま

す。労働局としましてもですね、引き続き外国人で労働者になっている方、この方々、就労

意欲のある方々につきましては、引き続き支援をしていきたいというふうに思っておりま

す。また、留学生の方もたくさん入っていらっしゃると思いますので、その方々が宮城県、

地元の方、地元の企業に就労できるようにマッチングの方もしっかりと対応してまいりた

いと思いますので、引き続き宮城県さんと協力しながら進めていきたいと思っております。 

 

市瀬会長 

ぜひご支援の方、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、横山委員からもお願いできればと思います。 

 

横山委員 



ありがとうございます。前回の中間案や今までの審議の中で出てきた意見などを踏まえ

て、最終案を作っていただいて、非常に意見も反映されておりますし、案が具体的になって

いると感じております。 

私からは、資料２の 16番のところですね。私が申し上げたところも入っていると思いま

す。ありがとうございます。サポーターの方を派遣していただく際には、アドバイザーやコ

ーディネーターの方も関わっていただくんですが、私も先日、外国の子どもに対してサポー

ターを派遣していただくように申請をしました。仙台観光国際協会の方から、コーディネー

ターの方がいらっしゃって、その子の様子を見て、授業の様子を見て、どういった支援が必

要かとか、もちろんその言語的な支援もですが、発達的なものであったり、家庭環境だった

り、何年に日本に来たとか、そういったものを総合的に判断していただいて、コーディネー

ターの方が色々とサポーターを派遣するかっていうのを考えていただき、また学校としま

しても、これからこの子に対してどういった支援をするかっていうのを、具体的な方法で示

していただきました。そういったコーディネーターの方に来ていただくのは２回目だった

のですけれども、それまで昨年度まではなかったので、非常にその制度、仙台市だと思うん

ですが、ありがたく感じております。去年まではサポーターの方を派遣する際は、直接仙台

市の教育委員会の方に申請するのですが、そこに仙台観光国際協会の方が入っていただく

ことで、本校のような国際教室がある学校はいいとしても、なかなかそういった専任の教師

がいない学校では、サポーターの活用方法が分からないとか、せっかく来たのに、うまく活

用できずに帰ってしまうサポーターの方とか、あと行事の時だけしか呼ばれませんってい

う方もいて、本校と他の学校のサポーターを兼任している方がいて、他の学校ではそういう

活用をされているとお話をされていました。本当に学校によっても、そのサポーターの派遣

の仕方、活用の仕方がまちまちであるので、こういった有効な活用方法について事例を共有

するっていうのは非常にありがたいのかなと思います。本校には国際教室があるんですけ

ど、専任教員３名で運営しているので、もう非常に手厚い対応をしていますが、それでも、

やはりそういった外部の方との連携がすごく必要であって、それで、なんとか運営できてい

る状況です。外国籍のお子さんっていうのはもう年々増えておりますし、点在しております

ので、受け入れた経験がない学校、そういう専任の教師がいない学校だったらなかなか厳し

いので、そういった活用方法やアドバイザーとここに書かれていますが、アドバイザーであ

ったり、コーディネーターであったりがどのようにコーディネートしてくださるのかって

いうのも非常に大事なところなのかなと感じております。この県内で共有するという方法

も、私のどうやったらうまく共有できるのかなって、少し悩んでいたところだったので、も

ちろんその何かこういう事例で、こう写真があって、文章があってって、分かりやすく書い

たものを配布する方法もあると思うんですが、もっと分かりやすい方法あるかなと、まだ思

いついてはいないんですが、研修をやっていただくとか、各教育委員会などの主催でいいと

思うんですけれども、そういったこととか、その学校の中で研修をできるような体制とか、

日本語の指導が必要な学校ももちろんですが、もしかしたらそういった外国籍児童がいな



い学校だとしても、そういった児童が来た際に対応できるような、学校ごとにもそういった

研修もあるといいのかなって、なんとなく頭では考えておりました。なので、そこは私も考

えていければと思っておりました。 

資料２に関連して、これ私の報告なのですが、11、12 のあたりですね。行政と現場にい

る教師と関係が近くなるようにとコメントをいただいておりまして、修正はなしでもちろ

んいいと思うんですが、やはり私としても行政の方と教師、その日本語教師という意味でも、

小学校や中学校の教員という意味でも、近くなるといいなと思っています。先々週ですね、

仙台市の教育局の方たちが、国際教室の視察に来ていただきました。宗教食の提供もしてい

るので、そこも含めた学校づくりというか、学校の中で対応しているのを見ていただきまし

た。そういった現状があるってことを見ていただいたことで、非常に行政の方たちにも伝わ

ったことがあるといいなと思っておりました。そうやって関心を持っていただいて、学校に

来校していただくとすごく嬉しいので、そういったことがこれからもどんどん増えていけ

ればなと思います。本校国見小学校は、いつでも来ていただければいいなと思っております

ので、私、教育現場の方からも行政の方からもお互いに歩み寄って、外国の子どもたちや保

護者が良い暮らしができるようにサポートしていければなと思っております。以上です。 

 

市瀬会長 

横山委員、貴重なご意見ありがとうございました。特に、サポーターの有効な活用方法に

ついて、書き加えていただいたところに、さらに加えて、それをどうやって共有するかって

いうことで、具体的に考えていただいているところです。 

それからもう一つ、行政と教育現場ということで、行政の方からの教育現場への発信、教

育現場から行政への発信、相互に行う事で互いに理解を深めていければというご意見を賜

ったところです。 

高橋課長、何かございますでしょうか。 

 

国際政策課長 

本当に横山先生はじめ、外国籍の児童生徒に対する対応をやっておられる先生方、本当に

感謝申し上げます。そういった先生方、本当にいろんな現場現場によって状況が違うという

ことで、試行錯誤をされながらご苦労されているという状況も伺っているところです。状況

によっては、例えば今まで本当に外国人の方いなかったのに、急に増えている学校もあると

いうふうに伺っているところで、そういったところは、やはりその先生方としてもサポータ

ーに来ていただいても、どういうふうな形でサポーターと共有していくかといったところ

が、問題になっていると伺っているところでございます。今回ですね、こういった、いわゆ

るベストプラクティスの共有ということを掲げさせていただきました。これ、実際にやるに

は、いろんなやっぱり工夫をしていかなきゃいけないなと思っております。紙媒体で共有す

るのか、もしくはウェブ上で共有するのか、いろんなやり方あると思います。そういった中



で、いろんな先生方の意見をいただきつつ、そしてそれをどうやってより多くの先生方に共

有していただくかという形になります。この辺はですね、私どもの担当も横山先生にお時間

いただきまして、具体的な制度設計する際に、ご知見いただければなというふうに考えてお

りますので、来年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

それから、研修の場というのも、これも先生おっしゃったとおりでございまして、行政と

教育委員会とで、場合によってはですね、なかなかその意見共有されなかったというところ

もございます。ただ、今回、この計画では教育分野についても、踏み込んだ形で作ったつも

りでございまして、今後、仙台市それから宮城県の教育委員会、そういったところも含めま

して、研修のあり方、そういったところを模索してまいりたいなと思っておりますので、引

き続きご指導どうぞよろしくお願いいたします。 

 

市瀬会長 

ありがとうございます。委員の皆様から一とおり御意見を頂戴したところです。 

すみません。もう一件、少しお伺いしてもよろしいでしょうか。参考資料２の最後の高度

人材による地域活性化のところで、従前よりお伺いしていたところなんですけれども、一般

的にこれから企業も、県内に進出される中で、高度人材の方々は、主に英語でコミュニケー

ションされるケースが多くて、それは前回も、東北大学の渡部先生の方からもご指摘があっ

たところです。それで、こういう高度人材を例えばアドバイザーであるとか、委員会の委員

であるとかで招聘して、具体的なお知恵を借りるということは、非常に日本の地域の活性化

にとって有効であると思いますけれども、逆に受け手の日本人の組織の方が、なかなか英語

で議論するレベルではないっていう状況がありまして、そういうこう壁をいかに超えて外

国人材の方をお招きして、その知恵をお伺いすることができるのかどうかっていうところ

の具体的なイメージがなくて、例えば小松崎さんみたいな日本語が上手な方なら構えませ

んけれども、そこら辺をどのように考えられているのかっていうところについて、もしあり

ましたら、よろしくお願いいたします。 

 

国際政策課長 

おっしゃるとおり高度人材の方、例えば日本に来る前はアメリカに駐在していたとか、イ

ギリスに駐在していたとか、そういう方が多くなるんじゃないかなと思います。従いまして、

お越しになる方は、日本語というよりは基本的に英語でどこでも通じるという認識で、日本

にお越しになる高度人材の方が多いのかなと考えているところでございます。そういった

意味で、受け手の我々日本人の方の英語力というのを、これしっかり上げていかなきゃいけ

ないなと考えているところでございます。英語教育に関しまして、私ども JET プログラムと

いうものを所管してございまして、外国人の教師、ALT と言われる、いわゆるネイティブの

外国人の指導助手の方をお招き申し上げまして、県内各校で英語の授業をやっているとこ

ろでございます。国際政策課といたしましては、教育委員会と連携をいたしまして、私ども



で、その JET プログラムの一つである CIR（Coordinator for International Relations）

という、これもネイティブの外国人の方で、基本的にはその県庁内でいろいろ通訳業務でご

ざいますとか、翻訳業務をやっている人間でございますけれども、彼らと一緒になって各学

校を回りまして、日本人の英語教員と、それから JET プログラムのネイティブの教員とのい

わゆるティームティーチングについて、その効果的なやり方について、県内各教育事務所単

位で研修を図っているところでございます。とはいえですね、一朝一夕に日本人がすぐ英語

喋れるということは、なかなか難しいとは思います。従いまして、こういった JET プログラ

ム等々を活用していきながら、これ息の長い取り組みになるかとは思いますけれども、日本

人の学生さんが将来的に読み書きだけじゃなくて、「話す」ということもしっかりできるよ

うな形で、国際社会で活躍していただけるような日本人を育てていかなきゃいけないなと

考えているところでございます。 

また最近は、インターナショナルバカロレアを目指している高校も徐々に増えていると

ころです。公立で言えば、例えば仙台二華中学校高校ですとか、あと育英学園さんとかでや

っておられますので、今、そういった意味で、国際教育、それから、実践的な英語を使える

能力の開発につきましても、各学校の方でも力を入れていただいているところでございま

すので、これ何度申し上げますが、息の長い取り組みになるかと思いますけれども、一歩一

歩、日本人の英語力っていうのも、力をつけていきたいなというふうに考えているところで

す。 

 

市瀬会長 

ご説明、本当にどうもありがとうございました。その他、ございますか。もし、ないので

あれば、こちらで本日の議事の方を終了させていただきまして、進行の方、事務局にお返し

させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

司会 

市瀬先生。それから委員の皆様、どうもありがとうございました。事務局から何点かご連

絡がございます。 

まず、今後のスケジュールでございますが、今年度の審議会は今回で終了となります。最

終的な計画の内容につきましては、本日いただきましたご意見等に基づき、修正等の有無も

含めまして、市瀬会長と協議の上、決定させていただきます。ご承知願います。その後、２

月２日に市瀬先生にご出席の上、審議会からの答申をいただきます。その後、県議会に議案

として提出いたしまして、県議会の議決３月半ばぐらいになりますが、こちらを経まして３

月下旬に公表となる予定となっております。 

また、明日令和６年１月 31 日をもちまして、針生委員を除く第８期多文化共生社会推進

審議委員の任期が終了となります。金委員、佐藤委員、藤田委員の３名におかれましては、

第８期任期終了に伴いましてご退任となります。ご退任される３名の委員に代わりまして、



宮城華僑華人女性聯誼会会長の朴仙子様、みやぎ外国人相談センターのベトナム語相談員

のヴォンティードアントゥー様、仙台弁護士会の菅原健様の３名が第９期委員としてご就

任されることになっております。２月以降も引き続きご就任をお願いしております皆様に

つきましては、来年度５月末に令和６年度の第１回審議会の開催を予定しております。引き

続きよろしくお願いしたいと思います。委嘱状につきましても、第１回審議会において交付

させていただきます。 

以上もちまして、本日の多文化共生社会推進審議会を終了させていただきます。本日はお

忙しい中、どうもありがとうございました。 


